
継続 

令和８年度 仙台市科学館友の会入会手続きのご案内 
 

 

 

＜申込受付の開始＞ 

科学館友の会の入会の申込みは 2026年３月１日 から受付を開始いたします。 

＜手続きに必要な書類＞ 

本通知に同封している以下の書類が必要になります。 

①会員申込用紙       ②友の会専用払込取扱用紙 

 

＜手続きの方法＞ 

① 会員申込用紙の提出 

記入済みの会員申込用紙を、事務室に持参または郵送してください。 

② 会費のお振込み  

友の会専用払込取扱用紙に必要事項をご記入のうえ、最寄りの郵便局から会費をお振込みください。 

年会費 
◆ジュニア会員（小学生～高校生）……\1,000  ◆一般会員（大学生等も含む）…\3,000 

◆家族会員（同居のご家族何名様でも）…\4,000 ◆賛助会員…………………………\20,000 

※ 友の会専用払込取扱用紙への記入は裏面の記入例をご参照ください。 

※ お振込みは、郵便局の窓口またはＡＴＭをご利用ください。 

※ 臨時休館等に伴う年会費の返還や会員期限の延長はいたしません。 

③ 会員カードの受取 

(ア) 直接受け取り希望の方 

『払込取扱用紙の半券（払込金の受領証）』またはそのコピーをご持参のうえ科学館２F 事務室に

お越しください。 

(イ) 郵送希望の方 

入金の確認後、会員カードを発送します。入金から 2 週間程度かかります。ご了承ください。 

※ お預かりした個人情報は科学館友の会の管理運営以外の目的で用いることはございません。 

会員カードの有効期間は  2026 年 4 月 1 日 ～ 2027年 3 月 31 日  となります。 

＜その他＞ 

・ご不明な点がございましたら、仙台市科学館友の会事務局（TEL：022-276-2201）までご連絡ください。 

仙台市科学館友の会にご登録いただきありがとうございます。 

新年度（令和 8 年度）も継続してご登録いただく場合の手続きについてご案内いたします。 



継続 

＜友の会専用払込取扱用紙 記入例＞ 

 

【例１】ジュニア会員になる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ジュニア会員はお子様お一人につき、年会費は¥1,000 です。 

 

 

【例２】家族会員になる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※家族会員については、同居のご家族何名様で入会されても 

年会費は¥4,000 です。 

 

 

 

保護者のお名前・ご住所等をお忘れ

なくご記入ください。こちらのご住

所に郵便物等を送付します。 

 

新規・継続、会員区分は、該当す

るものを○で囲んでください。 

継続の場合は、旧 No．も忘れず

にご記入ください。 

 

該当する年会費をご記入

ください。兄弟二名の場

合\2,000になります。 

 

お子様のお名前等をご記入くだ

さい。ご兄弟・姉妹等で入会され

る場合、全員のお名前等をご記入

ください。 

 

家族会員の場合は、何名様でも

￥4,000になります。 新規・継続、会員区分は該当する

ものを○で囲んでください。 

継続の場合は、旧 No．も忘れず

にご記入ください。 

 

入会を希望されるご家

族の人数をご記入くだ

さい。 

代表の方のお名前・ご住所等をお忘

れなくご記入ください。こちらのご

住所に郵便物等を送付します。 

 

入会を希望されるご家族のお名

前等をご記入ください。 

 


